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京都市人権文化推進計画 

平成２６年度取組実績について 

 

○ 概要 

京都市人権文化推進計画は，その進行管理として，同計画に掲げる施策について，毎

年度，具体的な事業計画を策定し，施策の実施状況の点検を行うこととしています。同

計画は１章（基本的考え方），２章（重要課題），３章（人権施策の推進），４章（計画の

推進）からなりますが，平成１７年３月の策定以来５年が経過した平成２２年３月に，

その間の社会状況の変化に応じて内容を見直し，計画を改訂しております。なお，進行

管理については第２章から４章までを対象としています。 

本書は大きく【重要課題別の取組】と【各局区別の取組】で構成しています。 

 【重要課題別の取組】は，人権文化推進計画において，解決すべき人権上の重要な課

題として掲げた項目（女性，子どもほか）に対し，その全般にかかる教育・啓発，相談・

救済と，各重要課題について，策定以降の現状と課題，及び今年度の主な取組を示して

います。（主に２章及び第３章に対応） 

【各局区別の取組】は，人権文化推進計画のほか各局区の分野別計画等に基づく，人権

文化の構築にかかわる事業について，「事業名」，「（昨年度の）取組実績」，担当課及び分

類を示しています。分類は，それぞれの事業の内容に応じて， 

① 教育・啓発（人権尊重の精神のかん養及び理念の普及） 

② 保障（人権を十分享有できなかったり，人権を侵害されるおそれがある状況の改善） 

③ 相談・救済（実際に人権侵害された場合に，相談等に適切に対応する） 

④ 推進体制・職員研修（人権施策の推進体制や職員研修，関係機関との連携等） 

の別を示し，計画全般（第１章を除く）に対応しています。 

 

○ 重要課題別の取組について 

  人権文化推進計画に掲げた重要課題の全般及び個別の課題（女性，子ども，高齢者，

障害のある人，同和問題，外国人・外国籍市民，感染症患者等，ホームレス，その他の

課題）のそれぞれについて，計画策定以降の各課題の平成２６年度の主な取組状況とそ

の所管局を示しています。 



○ 平成２６年度取組実績について 

・ 取組事業数 ４７９ 事業 

・ 各事業が対象とする人権課題の別について，主に事業を行っている局区について下

記に例示していますので参考にしてください。 

主な所管局の例 

・女性・・・文化市民局等 

・子ども・・・保健福祉局，教育委員会，文化市民局等 

・高齢者・・・保健福祉局，文化市民局，都市計画局等 

・障害のある人・・・保健福祉局，文化市民局，都市計画局等 

・同和問題・・・文化市民局，都市計画局，教育委員会，保健福祉局等 

・外国人・外国籍市民・・・総合企画局，保健福祉局，文化市民局等 

・感染症患者等・・・保健福祉局，文化市民局等 

・ホームレス・・・保健福祉局，文化市民局等 

・その他の課題・・・文化市民局等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

１ 重要課題別の取組 
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全  般 
 

 

【26年度の主な取組】 

＜教育＞ 

○ 「《学校における》人権教育をすすめるにあたって」の基本指針の理念実現

に向け，各校の実態に即した「人権教育全体計画」及び「年間指導計画」を

作成し，各校の人権教育の一層の充実を図り，教職員の人権意識の高揚及び

指導力向上につながる各種研修会を実施するなど，積極的な推進を図った。         

                    （教育委員会５  ２－７４頁） 

 

＜啓発＞ 

○ 市民向け人権情報誌「あい・ゆーＫＹＯＴＯ」と企業向け人権情報誌「ベ

ーシック」の合併号を，憲法月間の５月に発行した。 

  人権月間の１２月には，市民・企業という枠を超え，一人一人が共に社会

に生きる構成員として人権について考えていただくことを目的として，上記

の２誌を統合し，新たな人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」を創刊した。            

                   （文化市民局４６  ２－１４頁） 

 

○ 公正な採用選考の実施を促す文書の発行（２回）や人権啓発講座の開催 

 （１０回開催，７９６名参加）により，企業等がその社会的責任として，人

権の尊重を基盤とする活動や組織内での人権尊重の風土づくりに取り組まれ

るよう，啓発を行った。 

    （文化市民局６１  ２－１５頁，文化市民局６３  ２－１６頁） 

 

○ 市民や企業等の自主的な取組を支援するため，「人権啓発サポート制度」と

して，人権に関する研修や学習会等を行う際の相談，講師の派遣（２４名）

や啓発ビデオ（ＤＶＤ等）の貸出し（１４１本），啓発資料の提供

（１０，５０８部）等を行うとともに，企業内の研修に手軽に活用していた

だけるよう，新たに「人権クイズ」を作成した。 

  （文化市民局２９  ２－１１頁，文化市民局５２～５４  ２－１４，２－１５頁） 

 

○ 様々な人権問題について考える機会を提供するとともに，人から人へのメ

ッセージとして広く発信することを目的に，難しいイメージのある人権を，

四字熟語とマンガで表現する「四字熟語人権マンガ」の募集を行い，５４１
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点の応募を得た。入選作品は，展示を行うほか作品集を発行し，人権に関す

るメッセージとして活用した。    （文化市民局４１  ２－１３頁） 

 

○ 幅広い市民に対して，人と人との交流の大切さや人権問題について考える

機会を提供することを目的に，ステージでのトークやコンサートを中心とし

た人権啓発イベント「ヒューマンステージ・イン・キョウト」を１月に実施

し，４１７名の参加を得た。     （文化市民局４２  ２－１３頁） 

 

○ 【新規】市民に人権について考えていただく機会を提供するため，「ゼスト

御池」地下街で，人権啓発パネル展を開催した。 

   ※ テーマ ５月：多文化共生，８月：女性，同和問題，１２月：ＬＧＢＴ等の性的少数者 

  特に１２月の人権月間は，同地下街のマルチビジョンで啓発映像を放映す

るとともに，音楽ライブを開催するなど，より多くの市民に立ち寄っていた

だき，人権について関心を持っていただけるよう，取り組んだ。               

                   （文化市民局４３  ２－１３頁） 

 

○ 市バス・地下鉄利用者を含めた多くの市民への人権擁護思想の普及高揚を

図るため，交通局施設の掲示板や市バス車内及び地下鉄駅に啓発ポスターを

年３回掲出した。   （交通局６  ２－７０頁，１４  ２－７１頁） 

 

＜保障＞ 

〇 【新規】第三者による住民票の写し等の不正取得による個人の権利・利益

の侵害の防止を図るとともに，第三者等に交付された事実を知る権利を保障

するために，平成２６年６月から「事前登録型本人通知制度」の運用を開始

した。平成２７年３月３１日時点で７０４人が登録している。 

（文化市民局２４  ２－１１頁） 

 

○ 高齢者や障害のある方を含め，すべての人が安全で快適に利用できる都市

の施設と空間が整ったバリアフリーのまちづくりを推進するため，建築物等

のバリアフリー化については，建築物を建築する際にバリアフリー条例に定

める施設整備基準に適合するよう協議・指導を行い，５６０件の協議書を交

付した。また，「みやこユニバーサルデザイン優良建築物顕彰制度」により，

基準に適合した建築物に対し「適合ステッカー」を１９９件，基準を上回る

建築物に対し「優良プレート」を５７件交付した。さらに，公共建築物の新

築・増改築時においては，バリアフリー条例の施設整備基準やユニバーサル

デザインに配慮した設計に取り組み，段差の解消，エレベーターや多目的ト
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イレの設置等を推進するとともに，既存の公共建築物についても，施設所管

局とともに，バリアフリー改修を促進した。          

                    （都市計画局３  ２－３１頁） 

 

〇 高齢者や障害のある方をはじめ，すべての人が安心・安全で円滑に移動す

ることのできる社会を実現するため，「京都市交通バリアフリー全体構想」（平

成１４年度策定）及び「「歩くまち・京都」交通バリアフリー全体構想」（平

成２３年度策定）に基づき，駅や道路等のバリアフリー化を推進している。 

平成２６年度は，桃山地区，阪急嵐山地区，松尾大社地区，上桂地区のバ

リアフリー化に向けた整備内容等を定める「移動等円滑化基本構想」を策定

するとともに，市民がお互いに理解し，支え合う，「心のバリアフリー」を推

進した。また，「移動等円滑化基本構想」に基づき，鉄道事業者が実施する駅

のバリアフリー化整備やホーム上における利用者の転落防止対策に対して助

成を行った。             （都市計画局５  ２－３１頁） 

 

○ すべての人が利用しやすい地下鉄・市バスを目指し，地下鉄今出川駅及び

北大路駅のトイレの改修に着手するなど駅施設を整備するとともに，高齢者，

障害のある人並びに健常者にも安全で容易に乗り降りできるノンステップバ

ス４１両を導入し，更なる充実を図った。 （交通局２，４  ２－７０頁） 

 

○ 年齢，性別，言語，能力など，人の様々な特性や違いを超えて，だれもが

暮らしやすい社会を実現するための取組の一環として，サービス分野におけ

るユニバーサルデザインに対する市民，事業者の関心を高めることを目的に，

誰もが利用しやすいサービスや店舗の普及につなげる「だれもが利用しやす

いサービス」を提供することを宣言した店舗等にステッカー及び宣言書を交

付し，これらの店舗の取組状況をホームページ等を通じて市民に公開する「人

にやさしいサービス宣言」事業について，継続して実施している。平成２６

年度は新たに６０店舗登録された。   （保健福祉局１  ２－１８頁） 

 

○ 女性や子ども，高齢者等を含めた市民全てを対象に，いざというときに備

えて，防火防災に対する知識を持ってもらうために，消火実験会や地震対策

訓練，防火防災に関する講習などを市内の各地域において実施した。 

                               （消防局８   ２－６５頁） 

 

＜相談・救済＞ 

○ 本市の人権に関わる相談窓口の関係機関により構成される「京都市人権相
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談・救済ネットワーク」において，市民からの人権に関わる相談の円滑な取

次等のために，相談機関相互の連携や情報交換を行った。 

  また，市民が抱えている人権上の問題について適切な機関に相談できるよ

う，京都市の相談・救済に関する機関や制度をまとめた「京都市人権相談マ

ップ」を９月に発行した。   （文化市民局３２，３６  ２－１２頁） 

 

○ 人権相談・救済の柱である人権擁護委員の行う人権相談を市民に周知する

とともに，市民が人権侵害等について相談できる機会を幅広く提供するため，

京都人権啓発活動ネットワーク協議会の構成機関による連携協力の一環とし

て特設相談を定期的に実施した。   （文化市民局２８  ２－１１頁） 

 

＜計画の推進＞ 

〇 【新規】平成２６年度末で現在の人権文化推進計画が終了することに加え，

京都市基本構想に掲げる「安らぎのあるくらし」を実現し，人権文化の息づ

くまちづくりをさらに推進していくために，平成２７年度から１０年間を計

画期間とする新たな人権文化推進計画を平成２７年２月に策定した。 

（文化市民局２７ ２－１１頁） 

 

○ 人権文化推進計画に基づき毎年度取りまとめる取組実績・事業計画の中か

ら，取組の一部を分かりやすく紹介する「京都市人権レポート」を３月に発

行した。              （文化市民局３１  ２－１２頁） 

 

〇 人権文化の構築に関する理解を深めるため，５月を「憲法月間」，１２月を

「人権月間」として研修推進の月間に位置付け，所属における研修を実施し

た。                  （各局区等共通  ２－１頁） 
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女  性 
 

 

【26年度の主な取組】 

＜ＤＶ対策の強化＞ 

○ 本市におけるＤＶ被害者の支援策をとりまとめたＤＶ対策基本計画（平成

２３年３月策定）を基に，総合的・計画的にＤＶ対策に取り組んだ。また，

京都市ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）相談支援センター（以下，市

センター）において，関係機関と連携しながら，相談から自立支援まで，継

続的な被害者支援に重点的に取り組んだ。 

女性に対する暴力の防止，特にＤＶへの対策として，住民基本台帳の閲覧

制限等の支援措置を実施するとともに，関係機関が集まり情報共有を行うネ

ットワーク会議，ＮＰＯ団体等との連携の強化や，緊急一時保護施設（民間

シェルター）を運営する団体に対する家賃相当の補助を行った。また，市セ

ンターからの依頼に基づき，民間シェルターがＤＶ被害者緊急時における安

全確保を行った際には，措置費を支給した。 

  さらに，男性被害者や加害者の相談の受け皿として，平成２５年度から開

始した，男性カウンセラーによる「男性のためのＤＶ電話相談」を実施した。 

                  （文化市民局６～１１  ２－８頁） 

 

＜真のワーク・ライフ・バランスの推進＞ 

○ 真のワーク・ライフ・バランスを推進する方策を，京都市役所を横断する

体制で検討し，市民一人一人が仕事や家庭生活，社会貢献などにおいて，そ

れぞれのライフステージに応じた生きがいと充実感を得て人生を送れる真の

ワーク・ライフ・バランスの定着に努めた。 

中小企業に対する支援としては，平成２４年度に創設した京都市「真のワ

ーク・ライフ・バランス」推進企業支援補助制度では，１２社からの申請を

受け付け，１０社に対して補助金を交付して企業における環境整備の促進を

図るとともに，「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業表彰として３社を

表彰し，他の企業等の模範として優れた取組を広く周知した。  

また，専門的な知識や経験を有するアドバイザー派遣を５社に実施した他，

企業対象セミナーを京都府や京都市関係課と共催で開催し，延べ３回７１名

の参加者を集めるなど，働く場における男女共同参画の取組の促進に努めた。 

市民への啓発活動としては，平成２４年度に決定したロゴマークを活用し

て言葉を周知するとともに，平成２５年度から「真のワーク・ライフ・バラ

ンス」実践エピソード表彰を実施し，仕事と家庭生活や地域活動，社会貢献
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活動を両立させている市民の身近な好事例の発掘・発信を行った。 

さらに，平成２６年度は「真のワーク・ライフ・バランス」コーディネー

ト事業として，相談コーナーや情報掲示版等の機能を有するＷＥＢを本格稼

働させた。               （文化市民局２  ２－７頁） 

 

＜ウィングス京都＞ 

○ 京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」において，男女共同参画

の視点から身近なテーマを取り扱う各種講座を開催した。また，女性のため

の一般相談（電話相談・面談相談）に加え，「女性への暴力相談」（面談相談）

や男性カウンセラーによる「男性のための相談」（面談相談），「男性のため

のＤＶ電話相談」などの相談事業を実施した。 

            （文化市民局４，５，１０  ２－７，２－８頁） 
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子 ど も 
 

 

【26年度の主な取組】 

○ 全市レベル及び各区・支所レベルで設置している「要保護児童対策地域協

議会」を通じて，関係機関同士の円滑な連携を図り，虐待等により保護や支

援を必要とする児童の支援を行った。 

  また，各区・支所福祉部に設置する「子ども支援センター」において，相

談・カウンセリングや子どもの健全育成と子育てに関する総合相談の実施な

どに取り組むほか，「地域子育て支援ステーション」に指定した１７５箇所の

保育園（所）・児童館において，子育て相談や子育て講座の開催，育児に関す

る情報提供等を実施した。 

  さらに，地域の子育て応援者が赤ちゃんの誕生した家庭を訪問し，子育て

支援情報を届けるとともに，子育て相談に応じるなど，地域で子育てを応援

する関係づくりを行った。   （保健福祉局３８，３９  ２－２２頁） 

 

○ 何らかの事情により，家庭で生活できない子どもたちを，できる限り家庭

的な環境で養育する制度である「里親制度」の普及啓発及び里親研修の実施

や援助者の派遣など里親に対する支援を行った。 

（保健福祉局３７  ２－２２頁） 

 

○ 次代を担う子どもたちが，健やかに生まれ育つ社会を目指し，大人として

何をすべきか，市民共通の行動規範として平成１９年２月に制定した「京都

はぐくみ憲章」の実践の輪を広げるため，「子どもを共に育む京都市民憲章の

実践の推進に関する条例」（平成２３年４月施行，平成２６年３月一部改正）

に基づき，「推進協議会」における審議（計３回）や「行動指針」の策定，「実

践推進者表彰」の実施，「はぐくみ憲章の日」（毎年２月５日）を契機とした

啓発活動（京都はぐくみ憲章ロゴマークモニュメントの設置・街頭での啓発

物品の配布・京都タワーのライトアップ），「京都はぐくみ憲章」ホームペー

ジ・京都はぐくみアプリ・Facebook の開設等を通じて，家庭，地域，学校，

企業，行政など社会のあらゆる場での実践行動が更に広がるような取組を行

った。         （保健福祉局４２  ２－２３頁，教育委員会） 

 

○ 子ども支援専門官の配置や，児童虐待ケースについての学校・園から児童

相談所への定期的な情報提供などにより，児童相談所との密接な連携を図る

とともに，各学校・園において児童虐待の未然防止，早期発見から再発防止
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に向けた取組を推進した。また，児童虐待等に焦点を当てた，学校における

ソーシャルワーク実践研修（教職員研修）を年４回実施した。 

（教育委員会１７  ２－７７頁） 

 

○ 教育相談総合センター（こども相談センターパトナ）において，不登校，

いじめなど，子どもの教育上のさまざまな問題や，心のケアを要すると思わ

れる気がかりな点，子育ての不安について，教育・心理専門のカウンセラー

による来所相談を行った。      （教育委員会３６  ２－７９頁） 

 

○ ｢京都市児童生徒登校支援連携協議会｣や「不登校フォーラム」等の開催な

ど，不登校児童生徒への支援に向け，多様な関係機関等の連携のもと，総合

的な取組を実施した。 

  また，不登校，いじめ，少年非行の低年齢化や児童虐待の深刻化，発達障

害等，今日的な教育課題の早期発見，早期対応や予防的な取組をさらに充実

するため，スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを配置拡

充した。              （教育委員会１８  ２－７７頁） 

 

○ 【新規】「いじめ防止対策推進法」（平成２５年９月施行）を踏まえ，平成

２６年１０月に「京都市いじめの防止等に関する条例」を施行した。また，

本条例に基づき，法に規定する「いじめ問題対策連絡協議会」よりも広いテ

ーマ・参画団体等による「子どもの豊かな心と規範意識を育む関係者会議」

を開催するとともに，平成２７年１月には「京都市いじめの防止等取組指針」

を策定した。 

  また，各校においても，「学校いじめの防止等基本方針」を策定のうえホー

ムページ等で公表しており，必要に応じて見直しを行うとともに，いじめの

兆候をいち早く把握し，迅速かつ組織的な対応の徹底を図っている。 

（教育委員会１６  ２－７７頁） 

 

○ 学校・幼稚園に在籍するＬＤ等の発達障害の子どもたちに対して，きめ細

やかな指導・支援を行うため，総合育成支援員や常勤・非常勤講師の配置や，

ボランティアの活用促進を進めるなど一人一人のニーズに応じた適切な指導，

必要な支援を行う体制の充実に努めた。 （教育委員会１２  ２－７６頁） 

 

○ 子育て支援総合センターこどもみらい館において，子育て支援の観点から，

乳幼児の子育てに不安や悩みを持つ保護者等がいつでも気軽に相談できるよ

う，臨床心理士等が応じる子育て相談，専門医が応じる健康相談，市民ボラ



1－9 

ンティアが応じる電話相談，保育・教育の専門家が応じるこども元気ランド

での気軽な相談など「子育てなんでも相談」を実施した。 

（教育委員会３８  ２－８０頁） 
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高 齢 者 
 

 

【26年度の主な取組】 

○ 第５期京都市民長寿すこやかプランに基づき，高齢者一人ひとりが自らの

意思に基づき，住み慣れた地域でいきいきと暮らせる「健康長寿のまち京都」

をみんなでつくるよう，各種施策の着手・実施に努めた。また，次年度以降

に取り組むべき，第６期京都市民長寿すこやかプランを策定した。 

                            （保健福祉局） 

 

○ 長寿すこやかセンターで，高齢社会対策に係る各種の情報を収集し，諸問

題の把握や研究に努め，高齢社会の抱える課題等を広く市民に発信・提言し，

すべての市民が高齢者問題について考えるきっかけづくりを進めた。 

                            （保健福祉局） 

 

○ 平成１７年度に実施した高齢者虐待防止ネットワーク運営事業の成果や高

齢者虐待防止法の施行を踏まえ，地域の関係者や介護サービス事業者等を中

心とした「早期発見・見守りネットワーク」，福祉事務所や地域包括支援セン

ター等を中心とした「保健医療福祉等介入ネットワーク」，長寿すこやかセン

ターを中心とした「専門機関ネットワーク」を構築し，高齢者への虐待を防

止する取組を推進した。 

虐待を受けている高齢者を保護する必要がある場合は，入所施設への措置

や短期入所生活介護緊急利用者援護事業（緊急ショートステイ）の活用等に

より，高齢者の安全を確保する取組を進めた。 

また，平成２０年度から開始した虐待シェルター確保事業により，介護保

険の要介護認定で要介護状態にない高齢者についても緊急一時的に避難でき

る場所を確保し，高齢者の生命・身体の安全を確保した。 

（保健福祉局６０  ２－２５頁） 

 

○ 認知症高齢者や知的障害・精神障害のある人が地域で生活するために必要

な福祉サービスの利用援助等を行う日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁

護事業）について，平成１９年度から全ての区社会福祉協議会を基幹的社協

として実施体制を充実するほか，権利擁護にかかわる関係機関や団体で構成

する「京都市高齢者・障害者権利擁護ネットワーク連絡会議」を開催し，権

利擁護に係る施策・制度の普及や啓発等を推進した。 
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                   （保健福祉局７４  ２－２７頁） 

 

○ 高齢者世帯や認知症高齢者が増加する中で成年後見制度の需要はより一層

高まることから，平成２４年４月に設置した「成年後見支援センター」にお

いて，制度を必要とする方々の発見からその利用までの一貫した支援を行っ

た。 

  また，高齢者人口の増加に伴う成年後見制度利用者の増加が見込まれるこ

とから，各関係団体の協力を得ながら，市民後見人の養成講座を開催する等

(平成２６年度修了者数２５名)，引き続き市民後見人の養成及び活用を行っ

た。              （保健福祉局６５，６６  ２－２６頁） 

 

○ 高齢者には，豊かな地域社会づくりの担い手としての役割が期待されるこ

とから，市民すこやかフェアをはじめとするイベント開催時等に，高齢者の

活動を紹介し，従来の画一的なイメージを払拭するなど，新しい高齢者像の

啓発に努めた。           （保健福祉局７５  ２－２７頁） 

                    

○ 認知症高齢者の急速な増加に対応し，認知症の早期発見・早期相談・早期

診断の連続した支援を行うため，高齢サポート（地域包括支援センター）等

の相談対応能力の向上を図るとともに，地域における医療・介護等関係機関

との連携構築に向けた取組支援及び認知症についての市民啓発等，地域全体

で認知症の人やその家族を支え合う取組として，「～地域で気づき・つなぎ・

支える～認知症総合支援事業」を実施した。 

  認知症のどの時期にどのような支援が必要となるのか大まかな目安として

流れを示し，かつ認知症の基礎知識や家族等へのアドバイスを掲載した「気

づいて・つながる認知症ガイドブック～京都市版認知症ケアパス～」を５７，

０００部作成・配布するとともに，京都市版認知症ケアパスの普及・啓発の

ためのイベントとして平成２７年３月に「認知症フォーラム inきょうと」（参

加者３３６名）を開催した。また，医療と介護の連携体制構築を目的とした

モデル事業を公募し，９箇所で実施した。 

  その他，若年性認知症支援のための行政関係者で構成される若年性認知症

支援連携プロジェクトチームと若年性認知症の本人と家族との意見交換会等

を実施した。            （保健福祉局５９  ２－２５頁） 

 

○ 災害時に弱者となりやすい高齢者や障害者に，防火に対する知識を持って

もらうために，社会福祉施設等において，高齢者，障害者を対象とした防火・

防災，応急手当に関する指導を行った。   （消防局６  ２－６５頁） 
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○  急病や事故などの緊急の場合にボタン一つで消防指令センターへ通報を行

う緊急通報システムを利用している高齢者等の世帯のうち，自力歩行が不能

な方が居住する世帯を対象に，緊急通報システムに無線で連動する住宅用火

災警報器を寝室に設置し，火災の煙を感知した場合，自動的に消防指令セン

ターに火災通報できる体制を確保した。  （消防局１８   ２－６７頁） 

 

○ 「聴覚障害者への窓口応対支援事業（耳マークの表示等）」を通じて，高齢

者や耳の不自由なお客さまが利用しやすい窓口づくりを推進した。また，外

勤の際に筆談用具を携帯することにより，お客さまとのコミュニケーション

の円滑化を図った。          （上下水道局２  ２－７２頁） 

 

○ 高齢社会の進展に伴い増加する高齢者及び認知症のお客さまへの対処方法

について，理解と知識を深めることを目的として，営業所職員及び水道メー

ター点検業務委託業者職員を対象に，認知症あんしんサポーター養成講座及

び高齢サポート職員との意見交換会を実施した。（１２月）                 

                     （上下水道局３  ２－７２頁） 

 

○ 【新規】高齢者が民間賃貸住宅に円滑に入居できる環境整備を進めるため，

不動産団体，福祉団体，京都市及び京都市住宅供給公社を構成員として設立

した，京都市居住支援協議会（愛称：京都市すこやか住宅ネット）において，

高齢者の入居を拒まない「すこやか賃貸住宅」と，住まい探しに協力いただ

ける「すこやか賃貸住宅協力店」について，平成２６年度末までに４７１８

戸・８３店の登録及び情報提供を行ったほか，「高齢者の住まいの相談会」

を計４回開催し，計３０組の相談に応じた。 

  また低所得高齢者等ができるだけ安定的・継続的に地域生活が営めるよう，

福祉・不動産関係者等によるプラットフォームを通じて，空き家情報の提供

や見守りの実施などを行う「京都市高齢者住まい・生活支援モデル事業」を

創設し，平成２６年度中に２件の成約があった。 

     （保健福祉局６４  ２－２５頁，都市計画局２  ２－３１頁） 
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障害のある人 
 

 

【26年度の主な取組】 

○ 障害者総合支援法における利用者負担については，平成２２年４月から，

低所得者（市民税非課税）の障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担

を無料とする措置が講じられている。しかし，国制度では未だ不十分である

ため，自立支援医療に係る本市独自の負担軽減策を引き続き実施するととも

に，「新京都方式」として実施してきた本市独自軽減策が上回る部分について

は継続し，障害のある方のサービス利用を支援した。   （保健福祉局） 

 

○ 障害のある方が生きがいを持って働ける仕事場づくりを推進するため，平

成２１年に設立した「京都市障害者就労支援推進会議」を継続して運営し，

関係機関・団体等が協働した取組を推進した。また，障害のある方を対象と

する京都市役所における職場実習及びチャレンジ雇用については，就労支援

機関の専門的視点を反映するなど，一般就労へつなげるための実施環境整備

のために一貫した体制の確立を図った。＜職場実習２０名，チャレンジ雇用

３名実施＞              （保健福祉局３  ２－１８頁） 

 

○ 障害のある人一人一人が自立した主体的な存在として安心した地域生活を

送ることができるよう，地域の身近な相談窓口である福祉事務所や保健セン

ター，障害者地域生活支援センターにおいて，引き続き，障害のある人の様々

な相談ニーズに対してきめ細やかな相談支援の提供に努めた。なお，市内

１５箇所の障害者地域生活支援センターにおいては，全障害種別に対応でき

るよう３障害（身体・知的・精神）対応化を図るとともに，うち５箇所を相

談支援事業の後方支援，障害理解の普及・啓発や権利擁護の取組等を行う基

幹相談支援センターとしても設置しており，引き続き相談機能の強化を図っ

た。また，京都市障害者相談員制度について，当事者活動のメリットである

ピアカウンセリング機能*を活かし，同じ背景を持つ立場で相談支援を要する

障害のある人やその家族からの生活上の相談に応じ，障害者団体・家族団体

等との連携を図る中で地域における相談支援体制の充実を図った。       

（保健福祉局１０  ２－１９頁） 

 * ピアカウンセリング機能 

    同じ背景を持つ人同士が対等な立場での話の聞き合いを通して，きめ細かなサポートを行うことで，地域の中

で自立生活を実現する手助けを行うこと。 
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○ 保健福祉局における高齢者・障害者権利擁護推進事業（再掲：高齢者 １

－１０頁 参照）          （保健福祉局７４  ２－２７頁） 

 

○ 知的な障害のある青少年が充実した余暇活動を行い，障害の有無にかかわ

らず，交流関係を広げることを目的として，東山青少年活動センターにおい

て，音楽やダンスを使った創造表現活動「表現活動へのお誘い～からだでは

なそう～」を２クール（１クール＝５回），アトリエ活動「東山アートスペー

ス」を２コース（各全９回）実施した。 

 （文化市民局１９，２２  ２－１０頁） 

 

○ 上下水道局におけるコミュニケーションボードの設置（再掲：外国人・外

国籍市民 １－１８頁 参照）      （上下水道局１  ２－７２頁） 

 

○ 上下水道局での聴覚障害者への窓口対応支援（再掲：高齢者 １－１２頁

参照）                 （上下水道局２  ２－７２頁） 

 

○ 平成２４年１０月の「障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等

に関する法律（障害者虐待防止法）」の施行に伴い，区役所，支所に養護者に

よる障害者虐待に関する相談窓口を，市役所に障害福祉施設従事者及び使用

者による障害者虐待に関する相談窓口を設置するとともに，虐待防止や早期

発見のための協力体制づくりや，障害者虐待に関する相談があった場合に迅

速かつ適切に対応できる支援体制の構築を図った。 

  平成２６年度はこれらの取組をさらに進めるとともに，より適切で効果的

な支援に繋げるため，事例検討等の取組を実施した。また，障害のある方へ

の理解を深め，障害者虐待を防止するための周知・啓発等にも引き続き取り

組んだ。                （保健福祉局４  ２－１８頁） 
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同和問題 
 

 

【26年度の主な取組】 

○ 自立促進援助金制度の廃止に伴う奨学金の返還事務については，引き続き，

平成２０年度に新たに設けた返還免除制度を的確に適用しつつ，返還を求め

るべき奨学金の返還を求めていくとともに，資力があるにもかかわらず正当

な理由なく返還に応じない借受者に対しては，裁判手続に移行する取組を進

めている。             （文化市民局４０  ２－１３頁） 

 

○ 改良住宅の管理及び運営については，公営住宅，改良住宅ともに，平成

２３年２月に策定した京都市市営住宅ストック総合活用計画に基づき，既存

住宅の適切な維持管理と改善を進めている。また，長期有効活用を図

るとともに，老朽化等の著しい住棟から適切に改善された住棟への住み替え

を進めている。       （文化市民局１  ２－７頁，都市計画局） 

 

○ 崇仁地区における環境改善については，引き続き，平成２２年７月に提出

された「京都市崇仁地区将来ビジョン検討委員会報告書」に基づき，住宅地

区改良事業の早期完了に向け，土地区画整理事業との合併施行を推進した。 

また，「はばたけ未来へ！京（みやこ）プラン」に位置付けた「個性豊かで

魅力的なまちづくり」を着実に進めている。  

             （文化市民局１  ２－７頁，都市計画局） 

 

○ 市立浴場等の地区施設のうち，市立浴場については，改良住宅の浴室設置

状況等を踏まえて平成２７年３月末に一部浴場（２浴場）を廃止し，運営管

理の効率化を図った。 

また，入浴料金についても，平成２７年２月に料金改定を行い，民間浴場

と同一料金としたことから格差を解消した。 

なお，転用を行っていない旧学習施設や保健所分室の施設については，引

き続き活用策を検討していく。 （文化市民局１  ２－７頁，都市計画局） 

 

○ 同和問題についての人権教育・啓発の推進については，同和問題等の課題

を採り上げた人権啓発パネル展を，人権強調月間である８月にゼスト御池で

開催した。 

また，同和問題をテーマとした企業向け人権啓発講座を開催するとともに，

伏見区役所や地域団体等と連携して人権啓発イベント「ふしみ人権の集い」
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を開催した。 

さらに，人権資料展示施設（ツラッティ千本及び柳原銀行記念資料館）に

おいて，常設展のほか，同和問題に関する特別展を開催した。 

（文化市民局４３～４５  ２－１３，１４頁，文化市民局６３  ２－１６頁）
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外国人・外国籍市民 

 

 

【26年度の主な取組】 

○ ２５年度に引き続き，本市の多文化共生施策についての意見を求める「京

都市多文化施策審議会」を開催した。７名の公募委員を含む計１２名の委員

が，地域における多文化共生の推進に関する事項について，調査し議論した。 

（総合企画局９  ２－５頁） 

 

○ 多様な国籍や文化的背景をもつ市民に，市内の様々な団体の催しで多文化

交流活動をしていただく「京都市国際文化市民交流促進サポート事業」を実

施した。講演や文化紹介を通して，市民が外国の文化や生活習慣に触れる機

会を増やすとともに，外国籍市民等が活躍できる機会を提供した。 

（総合企画局６  ２－４頁） 

 

○ 外国籍市民等が，安心して医療サービスを受け，健康に暮らすことができ

るよう，医療機関に医療通訳者を派遣する「医療通訳派遣事業」を実施した。

協定を結ぶ４病院に週３日までの範囲で要請に応じて，英語，中国語及び韓

国・朝鮮語の医療通訳者を派遣した。  （総合企画局１０  ２－５頁） 

 

○ 日本語でのコミュニケーションが困難な外国籍市民等が，行政サービスの

利用や手続等について問い合わせをしたい場合に，市政に関する知識を有し，

英語や中国語を話せる者が各々週２日間，電話で通訳・相談を行う「京都市

外国籍市民行政サービス利用等通訳・相談事業」を実施した。         

（総合企画局７  ２－４頁） 

 

○ 日本語でのコミュニケーションが困難な外国籍市民等が災害時に十分な

支援を受けることができるよう，災害ボランティアの登録や災害発生時の通

訳者派遣システムの整備など，災害時における外国籍市民等に対する支援体

制を強化した。            （総合企画局２１  ２－６頁） 

 

○ 外国籍市民を含む地域住民等による自主活動が活発に行われてきた東九条

地域を拠点に，地域福祉及び多文化共生の促進を目的として実施している「地

域・多文化交流ネットワーク促進事業」において，多文化のまちを体験でき

る東九条春まつりをはじめとした様々なイベントを開催した。（保健福祉局） 
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○ 高齢又は障害のある外国籍市民が，必要な福祉サービスを利用することが

できるよう，外国語によるコミュニケーションが可能な者等が訪問相談や福

祉サービスの利用支援等を行う「高齢・障害外国籍市民福祉サービス利用サ

ポート助成事業」（訪問活動等９０８件）を実施した。 

                   （保健福祉局６１  ２－２５頁） 

 

○ 営業所の窓口応対の主な内容をイラストで表し，英語，中国語，韓国・朝

鮮語で説明したコミュニケーションボードを９営業所及びお客さま窓口サー

ビスコーナーに設置し，お客さまと円滑に意思疎通を図るためのツールとし

て活用した。お客さま，職員の双方にとって不慣れな言葉でのコミュニケー

ションから生じる不安感や行き違い等を低減する効果が得られた。                 

                    （上下水道局１  ２－７２頁） 
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感染症患者等 
 

 

【26年度の主な取組】 

○ 保健センターにおいて，感染不安を持つ市民を対象に，無料・匿名でＨＩＶ

検査を行うほか，下京保健センターにおいて夜間ＨＩＶ即日検査（月２回，午

後６時～午後７時３０分受付，予約制）を，京都工場保健会において土曜ＨＩ

Ｖ即日検査（月２回，午後４時～午後６時受付，予約制）を，継続して実施し

たところ，計３，８１０名が受検した。 

                （保健福祉局９９，１０３  ２－３０頁） 

 

○ ＨＩＶ検査普及週間（６月１日～６月７日）にあわせて,京都市におけるＨＩ

Ｖ検査・相談体制を普及することを目的として，６月５日に臨時夜間ＨＩＶ即

日・性感染症検査を実施したところ，２５名が受検した。 

                    （保健福祉局９９  ２－３０頁） 

 

○ 市民一人ひとりがエイズについて正しく理解し，エイズのまん延防止と患

者・感染者の差別・偏見の解消を図ることを目的として，世界エイズデーの前

後に街頭啓発キャンペーン，地下鉄への啓発ポスター掲出，臨時夜間ＨＩＶ即

日検査・性感染症検査を実施した。 

               （保健福祉局１００～１０２  ２－３０頁） 

 

○ 平成２３年度から毎年１０月に，エイズに関わる各種団体・個人が集まり，「エ

イズ問題の啓発」「性の多様性の理解」「共に生きること」を目的とし，ＡＩＤＳ

文化フォーラムｉｎ京都を開催しており，本市も共催として参画している。平

成２６年度も引き続き参画し，講演会等による啓発及び臨時のＨＩＶ検査を実施し

たところ，５１名が受検した。 

      （保健福祉局９８  ２－２９頁，文化市民局１７  ２－９頁） 
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ホームレス 

 

 

【26年度の主な取組】 

○ 「ホームレス訪問相談事業」を実施し，相談員がホームレスの起居する場

所等を訪れ，各種相談支援，関係機関等への同行支援を行い，ホームレスが

必要とする支援施策に結びつけた。   （保健福祉局２８  ２－２１頁） 

 

○ 「ホームレス自立生活推進事業」において，ホームレス支援を専門とする

職員を福祉事務所に配置し，他の関係機関等と連携しながら，相談に訪れた

ホームレスに対する相談支援，居宅生活への移行に関する支援等を行い，ホ

ームレスの自立を支援した。      （保健福祉局２８  ２－２１頁） 

 

○ 離職期間の長期化等の理由により，直ちに正規雇用に結びつくことが困難

なホームレスを対象に，「ホームレス能力活用推進事業」において，清掃等の

訓練的職種を提供し，就労による自立の支援を図った。 

  訓練的職種については，本市からの提供に加えて民間事業者４社からも職

に従事する機会を得られており，より多様な職につくことでホームレスの就

労による自立に結び付けている。   （保健福祉局２８  ２－２１頁） 

 

○ ホームレスの状態から居宅への生活に移行した者等の再路上化の防止及び

居宅生活への定着を目的とし，日常生活上の相談等に取組む居場所事業や居

宅への生活に移行した者と地域住民とが交流できるイベント等を実施した５

つの民間団体に対し，「ホームレス地域サポート事業」による助成を行った。 

                   （保健福祉局２８  ２－２１頁） 

 

○ 多重債務など法律的な問題を抱え自立が阻害されているホームレスの支援

策として，「ホームレス無料法律相談」を開催し，債務関係の相談を中心に延

べ２０名の相談者が訪れ，それぞれの相談に対し弁護士が適切な助言を行っ

た。                （保健福祉局２８  ２－２１頁） 
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その他の課題 
 

 

【26年度の主な取組】 

○ ＬＧＢＴ等の性的少数者の課題を採り上げた人権啓発パネル展を，１２月

にゼスト御池で開催した。      （文化市民局４３  ２－１３頁） 

 

○ 「京都市犯罪被害者等支援条例」（平成２３年４月１日施行）に基づき，（公

社）京都犯罪被害者支援センター内に設置した総合相談窓口を拠点として，

犯罪被害者が受けた被害の回復及び軽減のため，被害直後における生活困窮

者に対する生活資金の給付，住居の提供や心のケアなどの様々な支援を行っ

た。 

  また，犯罪被害者を社会全体で支える地域社会の実現に向け，被害者が置

かれた状況や市民の役割などに関する啓発事業や教育活動の企画・実施，民

間支援団体の活動促進のための広報，養成・研修などを行った。 

（文化市民局２５  ２－１１頁） 

 

〇 刑を終えて出所された方の人権について理解と関心を深めてもらうことを

目的として，企業向け人権啓発講座を８月に開催した。 

                   （文化市民局６３  ２－１６頁） 

 

〇 インターネットによる人権侵害について理解と関心を深めてもらうことを

目的として，企業向け人権啓発講座を６月に開催した。 

                   （文化市民局６３  ２－１６頁） 

 

○ 職場でのハラスメントの対策と企業の責任についての理解と関心を深めて

もらうことを目的として，企業向け人権啓発講座を９月に開催した。             

                   （文化市民局６３  ２－１６頁） 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 各局区別の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        



 

 

 

 

 


